
この印刷物は、大豆油インクを使用しています。
区議会だよりは、年４回（２月・６月・９月・11月）開かれる定例会での
議案の審査結果、一般質問の要旨等をお知らせしています。
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会 議 の 開 催 状 況
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和
６
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一
回
定
例
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は
、
２
月
８
日
か
ら
３
月
15
日
ま
で
の
37
日
間
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会
期
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開
催
し
ま
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。　

　

定
例
会
の
初
日
に
区
長
か
ら
「
令
和
６
年
度
当
初
予
算
案
」
「
令
和
５
年
度

補
正
予
算
案
」
「
攻
め
の
防
災
の
強
化
・
加
速
化
」
な
ど
に
つ
い
て
の
所
信
表

明
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
12
人
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

　

議
案
と
し
て
区
長
か
ら
「
令
和
６
年
度
練
馬
区
一
般
会
計
予
算
」
「
令
和
５

年
度
練
馬
区
一
般
会
計
補
正
予
算
」
「
練
馬
区
戸
籍
法
の
事
務
に
係
る
手
数
料

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
「
練
馬
区
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
」
な
ど
43
議
案
が
、
委
員
会
か
ら
「
東
京
都
保
健
医
療
計
画

改
定
に
向
け
た
意
見
書
」
「
選
択
的
夫
婦
別
姓
等
、
夫
婦
の
氏
に
関
す
る
制
度

の
在
り
方
に
つ
い
て
議
論
の
推
進
を
求
め
る
意
見
書
」
「
火
葬
料
金
を
届
出
制

と
す
る
法
整
備
等
を
求
め
る
意
見
書
」
の
３
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

審
議
の
結
果
、
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の
議
案
を
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お
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。
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様
か
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、
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を
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択
し
、
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を
不
採
択
と
し
ま

し
た
。

●政治家からの寄附は禁止
　 政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されていま
す。※ただし、行事等の開催通知に会費の金額が明記されている場合は除きます。
●政治家に対する寄附の要求も禁止
　 有権者が政治家に対して寄附を出すよう勧誘・要求することも禁止されています。※ただし、行
事等の会費を求める場合は除きます。
● 時候のあいさつ状を出すことは禁止
　政治家が時候のあいさつ状を出すことは、答礼のための自筆によるものを除き禁止されています。

政治家は贈らない　有権者は求めない

昨 年 度 の 第 36 回 照 姫 ま つ り の 様 子
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